
令和５年 10 月の主な動き、取組 

 

１ 令和５年８月の雇用失業情勢について 

（職業安定部 職業安定課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 鹿児島県の最低賃金の改正について及び業務改善助成金の拡充について 

 （労働基準部 賃金室） 

 （雇用環境・均等室） 

 

 

 

 

 

 

 

３ 鹿児島県内に９社目の「えるぼし認定」企業が誕生しました！ 

 （雇用環境・均等室） 

 

 

３ 鹿児島県内に９社目の「えるぼし認定」企業が誕生しました！ 

  

 

４ 長時間労働が疑われる事業場に対する令和４年度の立入調査結果 

 （労働基準部 監督課） 

 

 

有効求人数    41,349 人  対前月比  0.7％減（２か月連続の減少） 

 

有効求職者数   34,804 人   対前月比  ±0 

 

有効求人倍率    1.19 倍   対前月比 0.01 ポイント減 

 

※ 数値は季節調整値 

 

10 月６日より、鹿児島県最低賃金が「時間額 897 円」になります。 

鹿児島労働局では、改定後の鹿児島県最低賃金「時間額 897 円」を広く県民に知

っていただくため、10 月５日に鹿児島中央駅周辺で街頭キャンペーンを実施しま

す。 

なお、最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援を行う業務改

善助成金について、８月 31 日より拡充されています。 

女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定企業」として、「株式会社 三竹工業」

を認定しました。 

令和５年 10 月６日（金）14 時より、鹿児島合同庁舎第２会議室において、え

るぼし認定通知書交付式を行います。 

対象となった 135 事業場のうち 68 事業場（50.4％）で違法な時間外労働を確認

したため、是正・改善に向けた指導を行いました。 



鹿 児 島 労 働 局   職 業 安 定 部

　職 業 安 定 課 長 右田　裕幸
　地方労働市場情報官 桑畑　千恵子

℡．　099  (  219  )  8711

〇有効求人倍率の状況

・有効求人倍率（季節調整値）   　１．１９倍　前月より0.01ポイント減少（２か月連続の減少）

・全国では33番目。九州では、宮崎県、大分県、佐賀県、熊本県、長崎県に次ぎ、福岡県と同率で６番目。

・〔全国〕　有効求人倍率（季節調整値） 　１．２９倍　　前月と同水準

・有効求人数（季節調整値） ４１，３４９人　　前月より0.7％減少（２か月連続の減少）

・有効求職者数（季節調整値） ３４，８０４人　　前月と同水準

・就業地別有効求人倍率（季節調整値）１．２８倍　 前月と同水準

　※公表値としては、集計開始以降、継続的に「受理地別」（求人を受理したハローワークの所在地で求人数を集計）を使用。

　　「就業地別」は、求人票に記載された就業場所をもとに、実際に就業する就業地で求人数を集計し、算出したもの。

〇新規求人・求職の状況

・新規求人倍率（季節調整値） 　　２．２１倍　前月より0.25ポイント増加（３か月ぶりの増加）

・新規求人数（原数値） １４，２４２人　前年同月より3.8％減少（６か月連続の減少）

主要産業の新規求人数（前年同月比）
　増加した業種・・・・・卸売業・小売業（10.8％増）、運輸・郵便業（2.7％増）、医療・福祉（0.8％増）  

　減少した業種・・・・・宿泊業・飲食サービス業（18.3％減）、建設業（15.6％減）、製造業（10.6％減）、

　　　　　　　　　　　　　サービス業（他に分類されないもの）（7.2％減）　　

・新規求職申込件数（原数値）　６，２６８人　　前年同月より6.2％減少 （２か月ぶりの減少）

　 

 (P5参照)

 (P５参照)

～有効求人倍率は、１．１９倍と、前月を０．０１P下回った～

 (P５参照)

鹿 児 島 労 働 局 発 表

令和５年９月２９日（金）

鹿児島県の雇用失業情勢（令和５年８月分）

 (P６参照)

県内の雇用失業情勢は、求人が求職を上回っているものの、改善の動きにやや
弱さがみられる。物価上昇等が雇用に与える影響について、引き続き注視が必要。

Press Release

８月の概要



１.　求人倍率の推移(一般・ パート、年度平均は原数値、各月は季節調整値)

30
年度

元 2 3 4
４年
８月

９月 10月 11月 12月
５年
１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

本県 1.32 1.33 1.12 1.30 1.34 1.35 1.35 1.36 1.35 1.37 1.36 1.30 1.26 1.21 1.21 1.22 1.20 1.19

全国 1.62 1.55 1.10 1.16 1.31 1.31 1.32 1.34 1.35 1.36 1.35 1.34 1.32 1.32 1.31 1.30 1.29 1.29

就業
地別 本県 1.42 1.42 1.18 1.36 1.43 1.43 1.44 1.44 1.44 1.46 1.45 1.40 1.37 1.31 1.30 1.31 1.28 1.28

本県 1.92 1.95 1.88 2.13 2.21 2.23 2.27 2.27 2.20 2.35 2.21 2.04 2.07 1.92 2.14 2.09 1.96 2.21

全国 2.42 2.35 1.90 2.08 2.30 2.30 2.30 2.33 2.38 2.38 2.38 2.32 2.29 2.23 2.36 2.32 2.27 2.33

就業
地別 本県 2.05 2.08 1.97 2.24 2.36 2.38 2.39 2.41 2.34 2.48 2.44 2.21 2.24 2.08 2.27 2.30 2.11 2.32

*４年12月以前の各月の季節調整値（下線部分）は季節調整値替済み

２.　求人の動き(一般・パート、原数値)

新規求人数が前年同月比▲3.8％となり、有効求人数とともに６か月連続で前年同月を下回った。
各月右欄は、前年同月比(％)
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※求人数の多い主な産業のみ内数として掲載しているため、合計とは一致しない。
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３­１.　求職の動き(一般・パート、原数値）

新規求職申込件数は２か月ぶりに前年同月を下回り、有効求職者数は１６か月連続で前年同月を上回った。

各月右欄は、前年同月比(％)

うち３４歳以下

うち５５歳以上

うち65歳以上

有効求職者数

うち３４歳以下

うち５５歳以上

うち６5歳以上

３­２．　新規求職申込件数の態様別状況（一般・パートのうち常用、原数値 )

離職求職者（うち事業主都合）が、５か月連続で前年同月を上回った。

各月右欄は、前年同月比(％)
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４.　就職の動き(一般・パート）

就職件数は、４４歳以下の年齢層で前年同月を下回った一方、４５歳以上の年齢層は前年同月を上回った。
各月右欄は、前年同月比(％)

就職件数

うち３４歳以下

うち５５歳以上

うち６5歳以上

５.正社員の求人・求職状況（原数値）

正社員有効求人倍率は、６か月連続で前年同月を下回った。

各月のうち右欄は、前年同月比(求人数、求職者数は％、その他はポイント)　

（※）正社員有効求職者数・・・・パートを除く常用の有効求職者数（派遣労働者や契約社員を希望する者も含まれている。）

６.令和５年度　鹿児島労働局　安定所別　有効求人倍率の推移（一般・パート、原数値）
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0.5
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４５歳以上

令和４年度

686

▲ 8.0

2.3

▲ 9.8

８月

▲ 3.4

令和４年度
(  月平均  ) ５月 ６月 ７月

正社員新規求人数 7,424 6.0 7,068 0.3 ▲ 2.26,841 ▲ 10.7 6,9597,289

新規求人数に占める割合 48.0% 0.7 48.9%47.9% 0.6 2.251.2%

1.14 0.06 1.02 ▲ 0.05 ▲ 0.071.04 ▲ 0.05 1.05 ▲ 0.08

0.851.0% 2.1

1.05

正社員有効求人数 21,636 7.3 20,625 ▲ 2.0

正社員有効求人倍率

▲ 5.0

0.04 1.01 0.03 1.01 0.01

▲ 2.5 20,524 ▲ 5.0

全　　国 0.98 0.08 0.96 0.05

48.6% 0.4 49.6%

0.99

50.4%

20,808

2.5 19,477 19,558

20,462

1.5

正社員有効求職者数（※） 19,072 1.6 20,243 2.9

有効求人数に占める割合

▲ 1.1 56.5%

1.5

19,975 2.2 1.6

1.8 50.7% 1.4 51.0%

令和５年

▲ 1.3有効求職者に占める割合 57.3% ▲ 0.7 55.6% ▲ 1.0 55.5% ▲ 0.7 56.2%

令和４年８月 1.34 1.28 1.26 1.55 1.26 1.22 1.38 1.22 0.98 1.36 1.53 1.24 1.61 1.32
９月 1.36 1.55 1.29 1.53 1.27 1.19 1.44 1.14 0.99 1.37 1.59 1.30 1.51 1.31
10月 1.38 1.70 1.42 1.59 1.33 1.20 1.53 1.12 1.03 1.40 1.67 1.36 1.48 1.32
11月 1.43 1.75 1.32 1.75 1.38 1.19 1.28 1.15 0.98 1.70 1.69 1.39 1.52 1.35
12月 1.51 2.04 1.32 1.81 1.87 1.26 1.27 1.23 0.98 1.50 1.76 1.42 1.61 1.38

令和５年１月 1.46 2.03 1.34 1.78 1.80 1.27 1.09 1.22 0.91 1.45 1.71 1.42 1.54 1.47
２月 1.43 1.88 1.27 1.42 1.71 1.21 1.02 1.30 0.95 1.34 1.66 1.49 1.32 1.43
３月 1.39 1.63 1.19 1.29 1.44 1.13 1.21 1.28 0.89 1.42 1.43 1.30 1.28 1.39
４月 1.25 1.53 0.99 1.12 1.24 1.05 1.01 1.12 0.83 1.36 1.30 1.11 1.14 1.31
５月 1.23 1.56 0.89 1.14 1.22 1.03 0.92 1.04 0.79 1.33 1.26 1.03 1.14 1.17
６月 1.22 1.43 0.91 1.11 1.26 1.04 0.90 1.08 0.81 1.37 1.30 1.05 1.14 1.14
７月 1.22 1.39 0.93 1.19 1.31 1.08 0.94 1.10 0.87 1.38 1.27 1.10 1.16 1.17
８月 1.25 1.36 0.84 1.13 1.30 1.03 0.98 1.10 0.85 1.35 1.20 1.13 1.16 1.16

安定所 鹿児島 熊毛 川内 宮之城 鹿屋 局計名瀬 指宿国分 大口 加世田 伊集院 大隅 出水



〇新規求人数・・・・・・ ハローワークにおいて当該期間中に受け付けた求人数。

「前月から繰越された有効求人数」と当月の「新規求人数」の合計。

ハローワークにおいて当該期間中に新たに受け付けた求職申込の件数と、新たにハローワーク
インターネットサービスからオンライン登録を行った件数（オンライン登録者）の合計。

「前月から繰越された有効求職者数及び有効オンライン登録者」と当月の「新規求職申込件数」
の合計。

求職者数に対する求人数の割合。
求人を受理したハローワークが所在する地域ごとに集計した数値である受理地別求人倍率と、
実際に就業する地域ごとに集計した数値である就業地別求人倍率がある。

「新規求人数」÷「新規求職申込件数」（新規オンライン登録者を含む）。

「月間有効求人数」÷「月間有効求職者数」（月間オンライン登録者を含む）。

「正社員の有効求人数」÷「パートを除く常用の有効求職者数」（月間オンライン登録者を含む）。
ただし、「パートを除く常用の有効求職者」には、派遣労働者や契約社員を希望する者も含まれるため、
厳密な意味での正社員有効求人倍率より低い値となる。

１年を周期として繰り返す季節的な要因による変動の影響を取り除いた値。
求人数や求職数は、経済状況だけでなく、社会習慣等の季節的な理由によっても変化する。
そのため、季節変動を有する系列の分析を行う際には、季節的な理由による変動を排除する必要が
あり、この季節変動の除去を「季節調整」という。

毎年１回（１月分公表時に）季節調整値替えが行われ、過去の季節調整値は改訂される。

実際の数値（季節調整前の数値）。

ハローワークの有効求職者が、ハローワークの紹介により就職したことを確認した件数と、
オンライン登録者がハローワークインターネットサービスから自主的に応募し就職が確認された
件数の合計。

〇一        般・・・・・ パートタイム以外のものをいう。

パートタイムの略。１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の１週間の
所定労働時間に比べて短いものをいう。

雇用契約において雇用期間の定めがない、又は４か月以上の雇用期間が定められているもの
（季節労働を除く）。

パートタイムを除く常用のうち、勤め先で正社員・正職員などと呼称される正規労働者をいう。

         （注）　ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和3年9月以降の数値には、ハローワークに
　            　 来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数や求職者がハローワークインターネットサービスの求人に
　            　 直接応募した就職件数等が含まれている。

〇常        用・・・・・

〇パ 　ー　 ト・・・・・

〇原　数　値　・・・・・

〇就 職 件 数  ・・・・・

〇正　社　員・・・・・

〇有効求人数・・・・・・

〇新規求職申込件数・・・・・・

〇有効求職者数・・・・・・

○求 人 倍 率 ・・・・・・

〈　用　語　の　解　説　〉

⇒正社員有効求人倍率・・・・・

⇒新規求人倍率・・・・・

⇒有効求人倍率・・・・・

〇季節調整値・・・・・
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１０月６日から鹿児島県最低賃金が「時間額８９７円」になります 

～鹿児島県最低賃金街頭キャンペーンを実施～ 

 

鹿児島県最低賃金については、現行の時間額８５３円を４４円引き上げて、８９

７円となり、令和５年１０月６日から適用されます。 

 鹿児島労働局では、ポスター、リーフレット（別添１参照）を活用し、改正され

た最低賃金額を始めとする最低賃金制度の周知を行うとともに、中小企業・小規模

事業者に対する支援施策を推進していきます。 

 また、効力発生日前日（１０月５日）に、鹿児島中央駅東口周辺において「鹿児

島県最低賃金街頭キャンペーン」を別添２のとおり実施します。 

 

１ 最低賃金について 

（１） 適用される労働者の範囲 

鹿児島県最低賃金は、鹿児島県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適

用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び

年齢の区別なく適用されます。 

また、１人の労働者について２以上の最低賃金が競合する場合（地域別最低賃金と

特定最低賃金〔産業別最低賃金〕が競合する場合）には、最低賃金額の高い方の最低

賃金が適用されます。 

なお、今回改正された鹿児島県最低賃金は、平成２６年１２月２６日に発効した百 

貨店、総合スーパー６９３円を上回り、また、令和３年１２月１７日に発効された電子

部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金８４２円

を上回っていることから、令和５年１０月６日から同業種に従事する労働者に対して

も鹿児島県最低賃金が適用されます。 
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（２） 最低賃金の対象となる賃金 

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。具体的

には、基本給と諸手当（ただし、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除きます。）が

対象となります。 

最低賃金の対象から除外する賃金は次のとおりです。 

① 臨時に支払われる賃金 

② 1 ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 

③ 所定労働時間を超える期間の労働に対して支払われる賃金 

④ 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金 

⑤ 午後 10 時から午前 5 時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常

の労働時間の賃金の計算額を超える部分 

⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

（３） 過去１０年間の改正状況 

年 度 平成２６ 平成２７ 平成２８ 平成２９ 平成３０ 

時 間 額 ６７８円 ６９４円 ７１５円 ７３７円 ７６１円 

引 上 額 １３円 １６円 ２１円 ２２円 ２４円 

引 上 率 １．９５％ ２．３６％ ３．０３％ ３．０８％ ３．２６％ 

 

年 度 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

時 間 額 ７９０円 ７９３円 ８２１円 ８５３円 ８９７円 

引 上 額 ２９円 ３円 ２８円 ３２円 ４４円 

引 上 率 ３．８１％ ０．３８％ ３．５３％ ３．９０％ ５．１６％ 

 

２ 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援について 

   厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引き上げに向けた環境整備を図るため、以下の

最低賃金及び賃金の引き上げに向けた生産性向上等のための支援を実施しています。 

 

（１） 業務改善助成金 

生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低

賃金）を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資など

にかかった経費の一部を助成するものです。 

厚生労働省では、８月 31 日から対象事業場を拡大し、また、一定の条件を満たす

事業者は賃上げ後の申請も可能とし、さらに、助成率の区分となる金額の引き上げを

行う等の拡充を行いました。（別添２及び別添３リーフレット参照） 

業務改善助成金に関するお問い合わせは、業務改善助成金コールセンター（℡

0120-366-440）または、鹿児島労働局雇用環境・均等室（℡099-223-8239）にお尋ね

ください。 

 

（２） 専門家派遣・相談等支援事業（鹿児島働き方改革推進支援センター）（別添４リーフ



レット参照） 

鹿児島働き方改革推進支援センターでは、働き方改革の実現に向けて、中小企業・

小規模事業者等を対象に、長時間労働の是正、非正規雇用労働者の待遇改善、生産性

向上による賃金引上げ、人手不足の緩和に向けた取組を支援するため、様々な関係機

関と連携し、労務管理・企業経営等の専門家による電話相談や企業訪問相談等を無料

で実施しています。 

また、前記（１）の助成金を含む各種助成金の相談にも応じています。 
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業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を引き上げ、設備投資等を行っ
た中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

①対象事業場の拡大

事業内最低賃金
引き上げの計画

設備投資等の計画
機械設備、コンサルティング、
人材育成・教育訓練など

設備投資等の費用
の一部を助成

対象事業場：
事業場内最低賃金と地域別
最低賃金の差額が
30円以内の事業場

事 業 場 内
最 低 賃 金 額

助 成 率

870円未満 9/10

870円以上
920円未満

４/５
(9/10)

920円以上
３/４
(4/5)

900円未満 9/10

900円以上
950円未満

４/５
(9/10)

950円以上 ３/４
(4/5)

（）内は生産性要件を満たした事業
場の場合

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

交付申請書・事業実施計画
などを事業場所在地を管轄
する都道府県労働局に提出

交付決定後、提出
した計画に沿って
事業実施

労働局に事業実施

結果を報告
審査

支
給

（審査の上、交付決定を受けたら）
・計画に基づく賃上げの実施
・計画に基づく設備投資等の実施

差額が50円以内に拡大され
たので、助成金が受けられる
ようになりました

対象外

拡充後

業務改善助成金の制度が拡充されます！
対象事業場拡大、助成率区分見直し、賃金引き上げ後の申請が可能に

審査・
交付決定

今

ま

で

拡

充

後

②賃金引き上げ後の申請 ③助成率区分の見直し

拡充後拡充後

例：地域別最低賃金が920円の
地域において

対象事業場：
事業場内最低賃金と地域別
最低賃金の差額が
50円以内の事業場

事業場内最低賃金が
955円（差額35円）
の工場

対象に！
（先ほどの例）

事業場内最低賃金が
955円の工場

2023年4月1日から12月31日
までに賃金引き上げを実施して
いれば、賃金引き上げ計画の提
出は不要となりました

以下の書類の提出は必要です
• 賃金引き上げ結果
• 事業実施計画（設備投資等の
計画）

（）内は生産性要件を満たした事業
場の場合

必要な手続き：
事前に以下2つの計画を提出
• 賃金引き上げ計画
• 事業実施計画（設備投資
等の計画）

8月31日から開始 ※申請期限：2024（令和6）年1月31日
（事業完了期限：2024（令和6）年2月28日）

業務改善助成金とは

拡充のポイント

事業実
施計画

賃上げ
計画

事業実
施計画

賃上げ
結果

助成金支給までの流れ

計画の承認
と実施

を提出し、計画の
審査を受けます。

＜対象＞
事業場規模50人未満のみ
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フリーテキスト
別添2



（R５.８）

ご不明な点は、下記の業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。

電話番号：0120- 366- 440（受付時間 平日 8:30～17:15）

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください

お問い合わせ

業務改善助成金 検 索

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
• 事業完了の期限は、2024（令和6）年2月28日です。
• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

（参考）働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低
賃金の引き上げに取り組む方に、設備
資金や運転資金の融資を行っています。
詳しくは、事業場がある都道府県の日
本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ
ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

コース
区分

事業場内
最低賃金の
引き上げ額

引き上げる
労働者数

助 成 上 限 額

右記以外
の事業者

事業場規模
30人未満の
事業者

30円
コース

30円以上

1人 30万円 60万円

2～3人 50万円 90万円

4～6人 70万円 100万円

7人以上 100万円 120万円

10人以上※ 120万円 130万円

45円
コース

45円以上

1人 45万円 80万円

2～3人 70万円 110万円

4～6人 100万円 140万円

7人以上 150万円 160万円

10人以上※ 180万円 180万円

60円
コース

60円以上

1人 60万円 110万円

2～3人 90万円 160万円

4～6人 150万円 190万円

7人以上 230万円 230万円

10人以上※ 300万円 300万円

90円
コース

90円以上

1人 90万円 170万円

2～3人 150万円 240万円

4～6人 270万円 290万円

7人以上 450万円 450万円

10人以上※ 600万円 600万円

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者（右記）が、10人以上の労働者の
賃金を引き上げる場合に対象になります。

設備投資 • POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

コンサルティング 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

その他 店舗改装による配膳時間の短縮

①
賃金
要件

申請事業場の事業場内最低賃金が950
円未満である事業者

②
生産量
要件

売上高や生産量などの事業活動を示す
指標の直近3か月間の月平均値が前年、
前々年または3年前の同じ月に比べて、
15％以上減少している事業者

③
物価
高騰等
要件

原材料費の高騰など社会的・経済的環
境の変化等の外的要因により、申請前
3か月間のうち任意の1か月の利益率
が前年同月に比べ3％ポイント※以上
低下している事業者

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセ
ントで表された2つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者となり
ます。（なお、②・③に該当する場合は、助成対
象経費の拡充も受けられます。）

＜事業場内最低賃金とは？＞

事業場で最も低い時間給を指します。（ただし、

業務改善助成金では、雇入れ後3か月を経過した

労働者の事業場内最低賃金を引き上げていただく

必要があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金

（国が例年10月頃に改定する都道府県単位の最低

賃金額）と同様、最低賃金法第4条及び最低賃金

法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて算定

されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用環境・均等

部室または賃金課室までお尋ねください。

助成上限額

助成対象経費の例

注意事項



業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産性向
上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

※申請期限：令和６年１月31日
（事業完了期限：令和６年２月28日）

事業場内最低賃金の
引き上げ計画

設備投資等の計画
機械設備導入､コンサルティング､

人材育成･教育訓練など

（計画の承認と事業の実施後）

業務改善助成金を支給
（最大600万円）

業務改善助成金とは？

対象となる設備投資など

助成上限額や助成率などの
詳細は中面をチェック！

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。
また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。（詳しくは中面へ。）

経 費 区 分 対 象 経 費 の 例

機器・設備の導入
• POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

経営コンサルティング 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し

その他 店舗改装による配膳時間の短縮

対象事業者・申請の単位など

• 中小企業・小規模事業者であること
• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、
（工場や事務所などの労働者がいる）事業場ごとに申請いただきます。

申請の流れや注意事項は
裏面をチェック！

別々に
申請

助成金額の計算方法

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と
助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

＜例＞
○事業場内最低賃金が863円
→助成率9/10

○8人の労働者を953円まで引上げ（90円コース）
→助成上限額450万円

○設備投資などの額は600万円

540万円
(＝600万円×9/10)

450万円
(＝助成上限額)＞

450万円が支給されます。

（設備投資費用×助成率） （90円コースの助成上限額）

工場A 事務所B

申請書や見積書に加え、
・賃金引上げ計画書
・事業実施計画書

が必要です。

【申請時に必要なもの】 申請書

見積書
(相見積書)

賃上げ
計画

事業実施
計画

事業場規模
50人未満で
あればこちら
も適用

一定の期間※に事業
場内最低賃金を引き
上げていた場合は、
賃金引上げ計画は不
要です。（事業実施
計画は必要です。）

申請書

見積書
(相見積書)

賃上げ
結果

事業実施
計画

※令和5年4月1日～12月31日まで。

令和５年８月31日改正版

令和５年度業務改善助成金のご案内

令和5年8月31日に拡充されました！
（改正部分はピンク色の文字の部分です）
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助成上限額・助成率

コース
区分

事業場内
最低賃金の
引き上げ額

引き上げる
労働者数

助成上限額

右記以外
の事業者

事業場規模
30人未満の
事業者

30円
コース

30円以上

１人 3 0 万 円 6 0 万 円

２～３人 5 0 万 円 9 0 万 円

４～６人 7 0 万 円 1 0 0 万 円

７人以上 1 0 0 万 円 1 2 0 万 円

10人以上※ 1 2 0 万 円 1 3 0 万 円

45円
コース

45円以上

１人 4 5 万 円 8 0 万 円

２～３人 7 0 万 円 1 1 0 万 円

４～６人 1 0 0 万 円 1 4 0 万 円

７人以上 1 5 0 万 円 1 6 0 万 円

10人以上※ 1 8 0 万 円 1 8 0 万 円

60円
コース

60円以上

１人 6 0 万 円 1 1 0 万 円

２～３人 9 0 万 円 1 6 0 万 円

４～６人 1 5 0 万 円 1 9 0 万 円

７人以上 2 3 0 万 円 2 3 0 万 円

10人以上※ 3 0 0 万 円 3 0 0 万 円

90円
コース

90円以上

１人 9 0 万 円 1 7 0 万 円

２～３人 1 5 0 万 円 2 4 0 万 円

４～６人 2 7 0 万 円 2 9 0 万 円

７人以上 4 5 0 万 円 4 5 0 万 円

10人以上※ 6 0 0 万 円 6 0 0 万 円

助成上限額

900円未満 9/10

900円以上
950円未満

４/５(9/10)

950円以上 ３/４(4/5)

（ ）内は生産性要件を満たした事業場の場合

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる
場合に対象になります。

▶ 事業場内最低賃金である労働者

▶ 事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者

が「引き上げる労働者」に算入されます。

（ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。）

＜例：事業場内最低賃金900円の事業場で30円コースを申請する場合＞

Ａ：事業場内最低賃金である労働者なので、「引き上げる労働者」に算入可

Ｂ：申請コース以上賃金を引き上げていないので、算入不可

Ｃ：Ａに賃金額が追い抜かれる労働者であり、かつ、申請コース以上賃金を引き上

げているので、算入可

Ｄ：既に引上げ後の事業場内最低賃金以上なので、算入不可

助成率

「引き上げる労働者数」の数え方

①
賃金
要件

申請事業場の事業場内最低賃金が950
円未満である事業者

②
生産量
要件

売上高や生産量などの事業活動を示す
指標の直近３か月間の月平均値が前年、
前々年または３年前の同じ月に比べて、
15％以上減少している事業者

③
物価
高騰等
要件

原材料費の高騰など社会的・経済的環
境の変化等の外的要因により、申請前
３か月間のうち任意の１か月の利益率
が前年同月に比べ３％ポイント※以上
低下している事業者

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセン
トで表された２つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者と
なります。なお、②・③に該当する場合は、
助成対象経費の拡充も受けられます。

＜事業場内最低賃金とは？＞

事業場で最も低い時間給を指します。

（ただし、業務改善助成金では、雇入

れ後３か月を経過した労働者の事業場

内最低賃金を引き上げていただく必要

があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域

別最低賃金（国が例年10月頃に改定す

る都道府県単位の最低賃金額）と同様、

最低賃金法第４条及び最低賃金法施行

規則第１条又は第２条の規定に基づい

て算定されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用

環境・均等部室または賃金課室までお

尋ねください。



助成対象経費の拡充

特例事業者のうち、②生産量要件または③物価高騰等要件に該当する場合、助成対象となる生産性向上
に資する設備投資等として認められていないパソコン等や一部の自動車も助成対象となります（パソコ
ン等は新規導入に限ります）。
また、生産性向上に資する設備投資などに「関連する経費」※も、この設備投資等の額を上回らない範囲
で助成対象となります。

デリバリーサービスを行っている飲食店が、機動的に
配送できるようデリバリー用３輪バイクを導入

＜生産性向上に資する設備投資等＞

デリバリーサービスを幅広く周知す
るための広告宣伝を実施

＜関連する経費＞

生産性向上に資する設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画で計上された経費を指します。

※「関連する経費」とは

助 成 対 象 経 費
一般
事業者

特例事業者
（②・③のみ）

助 成 対 象 経 費 の 例

生産性向上に資する設備投資等 〇 〇 リーフレットのオモテ面をご覧下さい。

生産性向上に資する設備投資等のうち、

• 定員７人以上または車両本体価格200万
円以下の乗用自動車や貨物自動車

• PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺
機器の新規導入

× 〇

生産性向上に資する設備投資等に
「関連する経費」※

× 〇
広告宣伝費（チラシの制作費）、改築費（事務室等の拡大）、
汎用事務機器や什器備品（机・椅子等）の購入など

助成対象経費の具体例

助成対象経費の具体例は、「生産性向上のヒント集」や厚生労働省ウェブサイトに掲載されています。

生産性向上のヒント集 検 索



注意事項・お問い合わせ等

業務改善助成金 検 索

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
• 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象となりません。
• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

（参考）働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低
賃金の引き上げに取り組む方に、設備
資金や運転資金の融資を行っています。
詳しくは、事業場がある都道府県の日
本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ
ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

（R５.８.31）

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

• 地域別最低賃金の発効に対応して
事業場内最低賃金を引き上げる場
合、発効日の前日までに引き上げ
ていただく必要があります。

助成金支給の流れ

事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます。
労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施してください。
事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審
査を経て、助成金が支給されます。

注意事項

賃金引き上げに当たっての注意点

参考ウェブサイト

• 厚生労働省ウェブサイト「業務改善助成金」

最新の要綱・要領やQ&A（「生産性向上のヒント集」）、
申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事例集などを掲載しています。

• 最低賃金特設サイト

全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業について掲載しているほか、
サイト内の「賃金引き上げ特設ページ」では、賃金引き上げに向けた取
組事例などを紹介しています。

お問い合わせ

最低賃金特設サイト 検 索

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください

電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 8:30～17:15）

交付申請

交付申請書・事業実施
計画書等を

都道府県労働局に提出

交付決定

交付申請書等を
審査の上、通知

事業の実施

申請内容に沿って
事業を実施

（賃金の引き上げ、設備の
導入、代金の支払）

事業実績報告

労働局に事業実績報告
書等と助成金支給申請

書を提出

交付額確定と助成金支払い

事業実績報告書等を審査し、
適正と認められれば交付額の確定

と助成金の支払いを実施

助成金受領

ここで助成金が
振り込まれます

（例）10月1日に新しい地域別最低賃金（900円→950円）が発効される場合

発効日の前日（9月30日）まで
に事業場内最低賃金の引き上げ
（905円→950円）を完了

発効日の当日（10月１日）に
事業場内最低賃金の引き上げ
（905円→950円）を実施

対象外対象！
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報道関係者 各位 

 

 

 

 

鹿児島県内に９社目の「えるぼし認定」企業が誕生しました！ 

～ １０月６日に認定通知書交付式を行います ～ 
 

鹿児島労働局（局長 中所 照仁）は、女性活躍推進法に基づくえるぼし認定企業とし

て、令和５年９月６日付けで、「株式会社 三竹工業」（代表取締役社長 竹下 嘉将）

を認定しましたので、公表します。 

なお、えるぼし認定通知書交付式を以下のとおり執り行うことといたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ えるぼし認定企業の取組概要 

資料２ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画とえるぼし認定について 

資料３ 鹿児島労働局管内のえるぼし認定企業等一覧 

Press Release 

令和５年９月２９日（金） 

【照会先】 

鹿児島労働局雇用環境・均等室 

雇用環境改善・均等推進監理官  礒元 昭二 

室 長 補 佐  柳澤 和人 

（直通電話）099-223-8239 

〇えるぼし認定企業 

   株式会社 三竹工業（鹿児島市） 
 

 

 

〇えるぼし認定通知書交付式 

  日 時 令和５年１０月６日（金）１４時００分～（３０分程度を予定） 

  場 所 鹿児島合同庁舎 第２会議室 

      （鹿児島市山下町 13 番 21 号 鹿児島合同庁舎３階） 

  内 容 認定通知書の交付、記念撮影、認定企業との意見交換 

  
＊ 認定通知書交付式は、撮影、傍聴可。 

 ＊ 交付式終了後、認定企業、労働局への取材を行うことも可能です。 

 ＊ 交付式当日は、鹿児島合同庁舎第 2 会議室へ直接お越しください。 

 ＊ 取材希望の方は、事前に雇用環境・均等室までご連絡をお願いします。 

 ＊ 交付式当日、発熱または体調に不安のある方は、取材をお控えください。当日取材

ができない場合であっても、当局が撮影した写真を提供することができますので、当

局あてご相談ください。 

 ＊ 交付式当日は、ご本人確認のため、身分証明書または名刺等をご持参くださいます

ようお願いします。 

※鹿児島労働局管内の「えるぼし」企業は、今回認定された企業を含めると９社となります。 



資料１ 

 

 

株式会社 三竹工業 

■ 所在地：鹿児島県鹿児島市伊敷6-12-32 

■ 業 種：建設業   

■ 従業員数：16人（男性12人、女性4人） 

■ 代表者名：代表取締役 竹下 嘉将 

                                                                        

 

 
     
 
 

〇働きやすい職場環境への取組 

 行動計画に定めた「年次有給休暇取得５日以外に、自身の所有する年次有給休暇の１０％ 

以上を消化する」目標を達成。月例会議等で定期的に声掛けをし、計画的な年次有給休暇の 

取得を促進している。 

 定年の引き上げ（６６歳）や育児休業制度、介護休業制度を定め、想定外の休暇にも対応 

できるよう体制を整え、継続して働きやすい環境づくりに取り組んでいる。 

  

 

〇女性の積極的な登用について 

 女性社員のみならず社員全員がキャリア形成に挑戦しやすい環境を整え、積極的に資格取得 

を促した結果、女性社員４名のうち技術者（１級土木施工管理技士補）１名、建設ディレク 

ター１名が誕生した。業務の枠組みを超え、作業の効率化と情報の共有を行うことで、さらな 

るキャリア意識の形成につなげている。 

 非正規社員を短時間正社員へ登用することで、雇用の安定とワーク・ライフ・バランスの両 

立を図っている。 
 
 
 
 

   (参考)行動計画の目標（計画期間：令和４年１１月１日～令和９年１０月３１日） 

   目標：５日間の取得義務以外での全体の有給休暇取得率１０％を達成する。 

  

 

 

 

女性の活躍推進に向けた主な取組 

 



資料２ 

 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画とえるぼし認定について 

 

【女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）】 

 職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、

地方公共団体、民間事業主（一般事業主）それぞれの女性の活躍推進に関する責務等

を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」が、

平成２８年４月から全面施行されています。また、令和元年５月に改正女性活躍推進

法が成立し、改正省令等とともに令和４年４月１日から全面施行されています。 

 

【一般事業主行動計画の策定】 

 改正女性活躍推進法等に基づき、一般事業主が行うべきことは以下のとおりです。 

〇常時雇用する労働者の数が 301 人以上の事業主 

以下、(１)～(４)の取組が義務 

(１)自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析 

(２)「①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」及び「②職業生活と家庭

生活の両立に資する雇用環境の整備」の区分ごとに１項目以上（計２項目以上）

を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定、社内周知、公表 

(３)行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出 

(４)①の区分から男女の賃金の差異を含めた２項目以上、②の区分から１項目以上を

選択し、合計３項目以上の女性に活躍に関する情報公表 

 

〇常時雇用する労働者の数が 101 人以上 300 人以下の事業主 

以下、(１)～(４)の取組が義務 

(１)自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析 

(２)１つ以上の数値目標を定めた行動計画の策定、社内周知、公表 

(３)行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出 

(４)女性の活躍に関する情報を１項目以上公表 

★常時雇用する労働者数が 100 人以下の事業主は上記(１)～(４)が努力義務 

  



資料２ 

 

【女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定）について】 

 行動計画の策定、策定した旨の届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関す

る取組の実施状況が優良な事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣

の認定（えるぼし認定）を受けることができます。（ただし、一定の要件を満たす必要

があります。） 

 認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品や広告などに付し、

女性活躍推進事業主であることを PR することができ、優秀な人材の確保や企業イメー

ジの向上等に繋がることが期待できます。 

 

【認定の段階】 

 「えるぼし」認定は、評価基準を満たす項目数に応じて３段階あります。また、「え

るぼし」認定を受けた事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施の状況が特

に優良な事業主は「プラチナえるぼし」認定を受けることができます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



資料３

企業名 段階 所在地 認定年月 常時雇用労働者数（認定時）

6

7

8

9

女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定企業（2023.9月現在）

1

2

3

4

5

株式会社新日本科学 ★★★ 鹿児島市 平成28年9月 681

305平成30年1月鹿児島市★★★医療法人猪鹿倉会パールランド病院

社会福祉法人クオラ ★★ さつま町 平成31年2月 249

1,038令和元年8月鹿屋市★★★株式会社財宝

株式会社トヨタ車体研究所 ★★ 霧島市 令和元年12月 401

641令和元年12月さつま町★★★医療法人クオラ

南生建設株式会社 ★★★ 鹿児島市 令和3年2月 131

379令和3年3月鹿児島市★★

16

株式会社健康家族

株式会社三竹工業 ★★★ 鹿児島市 令和5年9月



 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

 

 

 

長時間労働が疑われる事業場に対する 
令和４年度の監督指導結果を公表します 

 

鹿児島労働局では、このたび、令和４年度に、長時間労働が疑われる事業場に対して労

働基準監督署が実施した、監督指導の結果を取りまとめましたので、公表します。 

 この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月当たり 80 時間を超えて

いると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が

行われた事業場を対象としています。 

 対象となった 135 事業場のうち、68 事業場（50.4％）で違法な時間外労働を確認したた

め、是正・改善に向けた指導を行いました。なお、このうち実際に１か月当たり 80 時間を

超える時間外・休日労働が認められた事業場は、31 事業場（違法な時間外労働があったも

ののうち 45.6％）でした。 

厚生労働省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11 月

の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行います。 

【令和４年４月から令和５年３月までの監督指導結果のポイント】 

⑴ 監督指導の実施事業場： 135 事業場 

⑵ 主な違反内容 ［(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場］ 

① 違法な時間外労働があったもの： 68 事業場 （50.4％） 
   うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が 

月 80 時間を超えるもの： 31 事業場 （45.6％） 

うち、月 100 時間を超えるもの： 20 事業場 （29.4％） 

うち、月 150 時間を超えるもの： 6 事業場 （ 8.8％） 

うち、月 200 時間を超えるもの： 2 事業場 （ 2.9％） 

② 賃金不払残業があったもの： 31 事業場 （23.0％） 

③ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの： 53 事業場 （39.3％） 

⑶ 主な健康障害防止に関する指導の状況 ［(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場］ 

① 過重労働による健康障害防止措置が 

不十分なため改善を指導したもの： 82 事業場 （60.7％） 

② 労働時間の把握が不適正なため指導したもの： 51 事業場 （37.8％） 
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別添

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果
(令和４年４月から令和５年３月までに実施)

かっこ内は、監督指導実施事業場数に対する割合である。

労働基準法第32・40条違反〔36協定なく時間外労働を行わせていること、36協定が無効なこと又は36協定で定める限度時間を超
えて時間外労働を行わせていることにより違法な時間外労働があったもの。〕、労働基準法第36条第６項違反（時間外労働の上
限規制）の件数を計上している。

労働安全衛生法第18条違反〔衛生委員会を設置していないもの等。〕、労働安全衛生法第66条違反〔健康診断を行っていないも
の。〕、労働安全衛生法第66条の８違反〔１月当たり80時間を超える時間外・休日労働を行った労働者から、医師による面接指
導の申出があったにもかかわらず、面接指導を実施していないもの。〕、労働安全衛生法第66条の８の３違反〔客観的な方法そ
の他の適切な方法により労働時間の状況を把握していないもの。〕等の件数を計上している。

１　法違反の状況（是正勧告書を交付したもの）

表１　監督指導実施事業場数

（注６）

（注５）

（注４）

（注３）

（注２）

（注１）

表３　企業規模別の監督指導実施事業場数

135
44 43

10614

労働基準法第37条違反〔割増賃金〕のうち、賃金不払残業の件数を計上している〔計算誤り等は含まない。〕。

「その他の事業」とは、派遣業、警備業、情報処理サービス業等をいう。

26
(19.3%)

運輸交通業

主な業種を計上しているため、合計数とは一致しない。

（29.6%）

100～299人 300人以上

135
18 27 14 9 27 40

（13.3%）

合計 １～９人 10～29人 30～49人 50～99人

（20.0%） （10.4%） （6.7%） （20%）

１～９人 10～29人 30～49人 50～99人 100～299人 300人以上

2 5
(8.9%)

その他の事業
（注６）

17
8 2 7

(12.6%)

表２　事業場規模別の監督指導実施事業場数

合計

14

21

10

主
な
業
種

建設業
12

12

8

7

16

12

10

22

3
(10.4%)

9
(21.5%)

(9.6%)

1

製造業
13

5 5 5

商業
29

接客娯楽業
16

11 5 10

保健衛生業
14

7

(11.9%)

合計
（注１，２）

135 113 68 31

　監督指導実施状況

監督指導実施
事業場数

労働基準関係法令違
反があった事業場数

主な違反事項別事業場数

労働時間 賃金不払残業 健康障害防止措置

（注３） （注４） （注５）

　令和４年４月から令和５年３月までに、135事業場に対し監督指導を実施し、113事業場
（83.7％）で労働基準関係法令違反が認められた。主な法違反としては、違法な時間外労働が
あったものが68事業場、賃金不払残業があったものが31事業場、過重労働による健康障害防
止措置が未実施のものが53事業場であった。

53
（100%） （83.7%） （50.4%） （23.0%） （39.3%）



(1)

(2)

（注１）

（注２）

表４　過重労働による健康障害防止のための指導状況

表５　労働時間の適正な把握に関する指導状況

0202033851

医師による面接指導等を実施するに当たり、労働者による申出が適切になされるようにするための仕組み等を予め定めることな
どを指導した事業場数を計上している。

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

　労働時間の適正な把握に関する指導状況
　監督指導を実施した事業場のうち、51事業場に対して、労働時間の把握が不適正であるた
め、厚生労働省で定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガ
イドライン」に適合するよう指導した。

自己申告制による場合

指導事業場数 労使協議組織の
活用（ガイドライン

４(7)）

管理者の責務（ガ
イドライン４(6)）

適正な申告の阻
害要因の排除

（ガイドライン４(3)
ｵ）

実態調査の実施
（ガイドライン４(3)

ｳ・ｴ）

始業・終業時刻の
確認・記録（ガイド

ライン４(1)）

124240211882

１か月80時間を超える時間外・休日労働を行っている労働者について、面接指導等の必要な措置を実施するよう努めることなど
を指導した事業場数を計上している。

「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること」について、①常時50人以上の労働
者を使用する事業場の場合には衛生委員会で調査審議を行うこと、②常時50人未満の労働者を使用する事業場の場合には、労働
安全衛生規則第23条の２に基づく関係労働者の意見を聴くための機会等を利用して、関係労働者の意見を聴取することを指導し
た事業場数を計上している。

7

　監督指導を実施した事業場のうち、82事業場に対して、長時間労働を行った労働者に対する
医師による面接指導等の過重労働による健康障害防止措置を講じるよう指導した。

指導事業場数

ストレスチェック制
度を含むメンタル
ヘルス対策に関
する調査審議の

実施

面接指導等が実施
出来る仕組みの整

備等
（注５）

月80時間以内
への削減

月45時間以内
への削減

（注４）

長時間労働によ
る健康障害防止
対策に関する調
査審議の実施

（注３）

指導事項（注１）

指導事項は、複数の場合、それぞれに計上している。なお、「月45時間以内への削減」と「月80時間以内への削減」は重複して
いない。

指導事項は、複数の場合、それぞれに計上している。

各項目のかっこ内は、それぞれの指導項目が、労働時間適正把握ガイドラインのどの項目に基づくものであるかを示している。

指導事項（注１）

面接指導等の
実施（注２）

自己申告制の説
明（ガイドライン４

(3)ｱ・ｲ）

時間外・休日労働時間を１か月当たり45時間以内とするよう削減に努め、そのための具体的方策を検討し、その結果、講ずるこ
ととした方策の着実な実施に努めることを指導した事業場数を計上している。

　過重労働による健康障害防止のための指導状況

２　主な健康障害防止に関する指導状況（指導票を交付したもの）



(1)

(2)

表７　監督指導実施事業場における労働時間の管理方法

監督指導を実施した結果、違法な時間外労働があった68事業場において、時間外・休日労働が
最長の者を確認したところ、31事業場で1か月80時間を、うち20事業場で1か月100時間を、うち６
事業場で１か月150時間を、うち２事業場で１か月２００時間を超えていた。

監督指導実
施事業場数

200時間超
150時間超100時間超

80時間超80時間以下
労働時間違
反事業場数

表６　監督指導実施事業場における時間外・休日労働時間が最長の者の実績

３　監督指導により把握した実態

6 2

　時間外・休日労働時間が最長の者の実績

労働時間適正把握ガイドラインに基づき、自己申告制が導入されている事業場を含む。

135 68 37

（注１）

（注２）

（注３）

労働時間適正把握ガイドラインに定める始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法を指す。

監督対象事業場において、部署等によって異なる労働時間の管理方法を採用している場合、複数に計上している。

原則的な方法（注１、２）

　労働時間の管理方法
　監督指導を実施した事業場において、労働時間の管理方法を確認したところ、14事業場で使
用者が自ら現認することにより確認し、50事業場でタイムカードを基礎に確認し、23事業場でIC
カード、IDカードを基礎に確認し、7事業場でPCの使用時間記録を基礎に確認し、48事業場で自
己申告制により確認し、始業・終業時刻等を記録していた。

自己申告制
（注２,３）使用者が自ら現認 タイムカードを基礎

PCの使用時間の記録を
基礎

ICカード、IDカードを基礎

487235014

31 20



 

【参考】 前年度の監督指導結果との比較 

  前年度の監督指導結果との比較は以下のとおり。 

 

 令和３年度 令和４年度 

監督指導 

実施事業

場 

監督実施事業場 172 135 

  うち、労働基準法などの法令違反あり  
142 

（82.6％） 
 113 

（83.7％） 

主な 

違反内容 

１ 違法な時間外労働があったもの 
84 

（48.8％） 

68 

（50.4％） 

 

うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間

数が１か月当たり 80 時間を超えるもの 
 

33 

<39.3％> 

 

31 

<45.6％> 

 

１か月当たり 100 時間を超えるもの 

 

26 

<31.0％> 

20 

<29.4％> 

 

１か月当たり 150 時間を超えるもの 
6 

<7.1％> 

6 

<8.8％> 

１か月当たり 200 時間を超えるもの 
1 

<1.2％> 

2 

<2.9％> 

２ 賃金不払残業があったもの 
25 

（14.5％） 

31 

（23.0％） 

３ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの 
69 

（40.1％） 

53 

（39.3％） 

主な健康

障害防止

に関する

指導の状

況 

１ 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を

指導したもの 

94 

（54.7％） 

82 

（60.7） 

 
うち、時間外・休日労働を月 80 時間以内に削減するよ

う指導したもの 
 

46 

<48.9％> 
 

42 

<51.2％> 

２ 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの 
55 

（32.0％） 

51 

（37.8％） 

 



監督指導において
違法な長時間労働を認めた事例

事 例 １ （ 倉 庫 業 ）

厚生労働省では、長時間労働が疑われる事業場に対して重点的な監督指導を実施しています。
監督指導において違法な長時間労働が行われていたとして、労働基準監督署が指導を行った

事例を紹介します。

① 倉庫業の事業場（労働者約100人）で勤務する労働者からの、長時間労働の実態があ

るという情報に基づき、立入調査を実施した。

② 倉庫内で商品の仕分けを行う労働者11人について、業務量に比して人員体制が不十分

であったことから、36協定で定めた上限時間（特別条項：月79時間）を超え、かつ労

働基準法に定められた時間外・休日労働の上限（月100時間未満、複数月平均80時間

以内）を超える、最長で1か月当たり201時間の違法な時間外・休日労働が認められた。

③ また、常時50人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、労働者に対して心理的

な負担を把握するためのストレスチェックを実施していなかった。

立 入 調 査 で 把 握 し た 事 実

◆ 長時間にわたる違法な時間外・休日労働を行わせたこと

・ 36協定で定めた上限時間を超えて時間外労働を行わせたことについて是正勧告

（労働基準法第32条違反）

・ 労働基準法に定められた上限時間を超えて時間外・休日労働を行わせたことについ

て是正勧告（労働基準法第36条第6項違反）

・ 時間外・休日労働時間を１か月当たり80時間以内とするための具体的方策を検討・

実施するよう指導

◆ ストレスチェックを実施していないこと

・ 常時50人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、1年以内ごとに1回のスト

レスチェックを実施していないことについて是正勧告（労働安全衛生法第66条の

10違反）

労 働 基 準 監 督 署 の 指 導

（参考資料 １）



① ゴルフ場の運営を行う事業場（労働者約80人）において、コース管理の業務に従事す

る労働者が急性心不全で死亡し、長時間労働を原因とする脳・心臓疾患の労災請求が

なされたため、立入調査を実施した。

② 脳・心臓疾患を発症した労働者について、発症前の勤務状況を確認したところ、ゴル

フ選手権の準備のために業務が集中したことにより、36協定で定めた上限時間（月42

時間）を超え、かつ労働基準法に定められた時間外・休日労働の上限時間（月100時間

未満）を超える、最長で1か月当たり136時間の違法な時間外・休日労働が認められた。

③ また、時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超えた当該労働者に対し、時間

外・休日労働時間に関する情報を通知していなかった。

④ そのほか、休日労働を行った労働者に対し、休日労働に対する割増賃金を全額支払っ

ていないことが明らかになった。

立 入 調 査 で 把 握 し た 事 実

◆ 長時間にわたる違法な時間外・休日労働を行わせたこと

・ 36協定で定めた上限時間を超えて時間外労働を行わせたことについて是正勧告

（労働基準法第32条違反）

・ 労働基準法に定められた上限時間を超えて時間外・休日労働を行わせたことについ

て是正勧告（労働基準法第36条第6項違反）

・ 時間外・休日労働時間を１か月当たり80時間以内とするための具体的方策を検討・

実施するよう指導

◆ 80時間を超えた労働者に対し、時間外・休日労働の情報を提供しなかったこと

・ 時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超えた労働者に対し、当該労働者

に係る時間外・休日労働時間に関する情報を通知していなかったことについて是

正勧告（労働安全衛生法第66条の8第1項違反）

◆ 休日労働に対する割増賃金を支払っていないこと

・ 休日労働について3割5分以上の割増賃金を支払っていないことついて是正勧告

（労働基準法第37条違反）

事 例 ２ （ 接 客 娯 楽 業 ）

労 働 基 準 監 督 署 の 指 導



① 各種情報から、時間外・休日労働が1か月当たり80時間を超えていることが疑われた

ことから、弁当等の惣菜を製造する事業場（労働者約190人）に、立入調査を実施し

た。

② 製造ラインの労働者5人について、突発的な業務繁忙により、36協定で定めた上限時

間（特別条項：月99時間）を超え、かつ労働基準法に定められた時間外・休日労働

の上限時間（月100時間未満、複数月平均80時間以内）を超える、最長で1か月当た

り149時間の違法な時間外・休日労働が認められた。

③ 衛生委員会において、長時間労働による労働者の健康障害防止を図るための対策の

樹立に関することについて調査審議されておらず、医師による面接指導の制度（長

時間労働を行っている労働者に対し、医師による面接指導を実施する制度）も導入

されていなかった。

④ 定期健康診断は実施していたものの、深夜業（22時～翌朝5時）に従事させる場合の

健康診断を実施していなかった。

立 入 調 査 で 把 握 し た 事 実

◆ 長時間にわたる違法な時間外・休日労働を行わせたこと

・ 36協定で定めた上限時間を超えて時間外労働を行わせたことについて是正勧告

（労働基準法第32条違反）

・ 労働基準法に定められた上限時間を超えて時間外・休日労働を行わせたことに

ついて是正勧告（労働基準法第36条第6項違反）

・ 時間外・休日労働時間を１か月当たり80時間以内とするための具体的方策を検

討・実施するよう指導

◆ 衛生委員会における調査審議等がされていなかったこと

・ 衛生委員会において、長時間労働による労働者の健康障害防止を図るための対策

の樹立に関することについて調査審議されていなかったことについて是正勧告

（労働安全衛生法第18条第1項第4号違反）

・ 1か月当たり80時間を超えて時間外・休日労働を行わせた労働者に対する医師に

よる面接指導の制度を導入していなかったことについて指導

◆ 深夜業に従事する労働者に対する健康診断を実施していなかったこと

・ 深夜業に従事する労働者に対し6か月以内ごとに1回、健康診断を実施するよう

是正勧告（労働安全衛生法第66条違反）

事 例 ３ （ 食 料 品 製 造 業 ）

労 働 基 準 監 督 署 の 指 導



企業が実施した長時間労働削減のための
自主的な取組事例

事 例 １
戸建て建築工事から公共工事までを手がける総合建設業（労働者数約100人）の事業場

厚生労働省では、11月に過重労働解消キャンペーンの一環として、都道府県労働局長が働き方改革

の取組を進めている企業を訪問しています。訪問企業の中で、長時間労働の削減に向けた積極的な取

組を行っていた事例を紹介します。

勤怠管理システムの導入により、全国各地の労働者の労働時間の状況を本社の労務

管理担当者がリアルタイムで確認できる『労働時間の見える化』を実施

毎月1回本社で集合形式で開催していた工事会議をオンライン会議とし、会議参加者

の移動時間を削減

働 き 方 の 見 直 し に 向 け た 取 組

取 組 の 結 果

◆ 時間外労働の削減

◆ 発注者に対する働きかけ

工事の受注段階において、発注者に対して週休2日の工程表を提示して、週休2日現

場への理解を求める取組の実施

◆ 休暇の取得促進、仕事と家庭の両立支援等

工事終了後に代休、リフレッシュ休暇、

年次有給休暇を活用して、「2週間連続休

暇」を取得できるような環境づくり

社員に年休取得計画表を提出させ､管理者

からフォローを行い取得率の向上を促進

育児休業の取得を積極的に働きかけ

◆ 時間外労働の実績（１人当たりの月の時間外労働）が、

25.5時間（2017年）→22.2時間（2019年）に縮減

◆ 年次有給休暇の取得率が、3.9日（2021年）→ 6.1日（2022年）に向上



事 例 ２
関東から九州を輸送エリアとする一般貨物自動車運送業（労働者数約100人）の事業場

働 き 方 の 見 直 し に 向 け た 取 組

取 組 の 結 果

◆ 時間外労働の削減

◆ドライバーの荷待ち時間を、従前の約4～5時間→約30分程度に抑えることができ、

大幅に労働時間を削減

◆年次有給休暇の取得率が、16％（2018年）→ 52％（2021年）に向上

車体と荷台が容易に分離可能なスワップボディコンテナ車両を導入したことに

より、コンテナへの荷物の積み込み作業を荷主側で事前に実施することができる

ようになったことで、ドライバーは目的地でコンテナごと積み替えてすぐに出発

することが可能になり、荷待ち時間が大幅に短縮された。

同時に中継輸送を導入することで、宿泊を伴う運行から日帰りの運行が可能に

なり、労働環境が改善された。また、帰り荷が確保されるよう調整することで、

積載率の向上を図った。



労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関する
ガイドライン 
      （平成 29 年１月 20 日策定） 

                               

１ 趣旨  

労働基準法においては、労働時間、休

日、深夜業等について規定を設けているこ

とから、使用者は、労働時間を適正に把握

するなど労働時間を適切に管理する責務を

有している。 

しかしながら、現状をみると、労働時間

の把握に係る自己申告制（労働者が自己の

労働時間を自主的に申告することにより労

働時間を把握するもの。以下同じ。）の不

適正な運用等に伴い、同法に違反する過重

な長時間労働や割増賃金の未払いといった

問題が生じているなど、使用者が労働時間

を適切に管理していない状況もみられると

ころである。 

このため、本ガイドラインでは、労働時

間の適正な把握のために使用者が講ずべき

措置を具体的に明らかにする。 

２ 適用の範囲 

本ガイドラインの対象事業場は、労働基

準法のうち労働時間に係る規定が適用され

る全ての事業場であること。 

また、本ガイドラインに基づき使用者

（使用者から労働時間を管理する権限の委

譲を受けた者を含む。以下同じ。）が労働

時間の適正な把握を行うべき対象労働者

は、労働基準法第４１条に定める者及びみ

なし労働時間制が適用される労働者（事業

場外労働を行う者にあっては、みなし労働

時間制が適用される時間に限る。）を除く

全ての者であること。 

なお、本ガイドラインが適用されない労

働者についても、健康確保を図る必要があ

ることから、使用者において適正な労働時

間管理を行う責務があること。 

３ 労働時間の考え方 

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置

かれている時間のことをいい、使用者の明

示又は黙示の指示により労働者が業務に従

事する時間は労働時間に当たる。そのた

め、次のアからウのような時間は、労働時

間として扱わなければならないこと。 

ただし、これら以外の時間についても、

使用者の指揮命令下に置かれていると評価

される時間については労働時間として取り

扱うこと。 

なお、労働時間に該当するか否かは、労

働契約、就業規則、労働協約等の定めのい

かんによらず、労働者の行為が使用者の指

揮命令下に置かれたものと評価することが

できるか否かにより客観的に定まるもので

あること。また、客観的に見て使用者の指

揮命令下に置かれていると評価されるかど

うかは、労働者の行為が使用者から義務づ

けられ、又はこれを余儀なくされていた等

の状況の有無等から、個別具体的に判断さ

れるものであること。 

ア 使用者の指示により、就業を命じられ

た業務に必要な準備行為（着用を義務付

けられた所定の服装への着替え等）や業

務終了後の業務に関連した後始末（清掃

等）を事業場内において行った時間 

イ 使用者の指示があった場合には即時に

業務に従事することを求められており、

労働から離れることが保障されていない

状態で待機等している時間（いわゆる

「手待時間」） 

ウ 参加することが業務上義務づけられて

いる研修・教育訓練の受講や、使用者の

指示により業務に必要な学習等を行って

いた時間 

（参考資料 ２） 



    
 

 
 

４ 労働時間の適正な把握のために使用者

が講ずべき措置 

(1) 始業・終業時刻の確認及び記録  

使用者は、労働時間を適正に把握する

ため、労働者の労働日ごとの始業・ 終

業時刻を確認し、これを記録すること。 

(2) 始業・終業時刻の確認及び記録の原

則的な方法  

使用者が始業・終業時刻を確認し、記

録する方法としては、原則として次のい

ずれかの方法によること。  

ア 使用者が、自ら現認することにより

確認し、適正に記録すること。  

イ タイムカード、ＩＣカード、パソコ

ンの使用時間の記録等の客観的な記録

を基礎として確認し、適正に記録する

こと。 

(3)  自己申告制により始業・終業時刻の

確認及び記録を行う場合の措置 

上記(2)の方法によることなく、自己

申告制によりこれを行わざるを得ない場

合、使用者は次の措置を講ずること。 

ア 自己申告制の対象となる労働者に対

して、本ガイドラインを踏まえ、労働

時間の実態を正しく記録し、適正に自

己申告を行うことなどについて十分な

説明を行うこと。 

イ 実際に労働時間を管理する者に対し

て、自己申告制の適正な運用を含め、

本ガイドラインに従い講ずべき措置に

ついて十分な説明を行うこと。 

ウ 自己申告により把握した労働時間が

実際の労働時間と合致しているか否か

について、必要に応じて実態調査を実

施し、所要の労働時間の補正をするこ

と。 

特に、入退場記録やパソコンの使用

時間の記録など、事業場内にいた時間

の分かるデータを有している場合に、

労働者からの自己申告により把握した

労働時間と当該データで分かった事業

場内にいた時間との間に著しい乖離が

生じているときには、実態調査を実施

し、所要の労働時間の補正をするこ

と。  

エ 自己申告した労働時間を超えて事業

場内にいる時間について、その理由等

を労働者に報告させる場合には、当該

報告が適正に行われているかについて

確認すること。 

その際、休憩や自主的な研修、教育

訓練、学習等であるため労働時間では

ないと報告されていても、実際には、

使用者の指示により業務に従事してい

るなど使用者の指揮命令下に置かれて

いたと認められる時間については、労

働時間として扱わなければならないこ

と。 

オ 自己申告制は、労働者による適正な

申告を前提として成り立つものであ

る。このため、使用者は、労働者が自

己申告できる時間外労働の時間数に上

限を設け、上限を超える申告を認めな

い等、労働者による労働時間の適正な

申告を阻害する措置を講じてはならな

いこと。 

また、時間外労働時間の削減のため

の社内通達や時間外労働手当の定額払

等労働時間に係る事業場の措置が、労

働者の労働時間の適正な申告を阻害す

る要因となっていないかについて確認

するとともに、当該要因となっている

場合においては、改善のための措置を

講ずること。 

さらに、労働基準法の定める法定労

働時間や時間外労働に関する労使協定



    
 

 
 

（いわゆる 36 協定）により延長する

ことができる時間数を遵守することは

当然であるが、実際には延長すること

ができる時間数を超えて労働している

にもかかわらず、記録上これを守って

いるようにすることが、実際に労働時

間を管理する者や労働者等において、

慣習的に行われていないかについても

確認すること。 

(4) 賃金台帳の適正な調製 

使用者は、労働基準法第 108 条及び同

法施行規則第 54 条により、労働者ごと

に、労働日数、労働時間数、休日労働時

間数、時間外労働時間数、深夜労働時間

数といった事項を適正に記入しなければ

ならないこと。 

また、賃金台帳にこれらの事項を記入

していない場合や、故意に賃金台帳に虚

偽の労働時間数を記入した場合は、同法

第 120 条に基づき、30 万円以下の罰金

に処されること。  

(5) 労働時間の記録に関する書類の保存 

使用者は、労働者名簿、賃金台帳のみ

ならず、出勤簿やタイムカード等の労働

時間の記録に関する書類について、労働

基準法第 109 条に基づき、３年間保存し

なければならないこと。 

(6) 労働時間を管理する者の職務  

事業場において労務管理を行う部署の

責任者は、当該事業場内における労働時

間の適正な把握等労働時間管理の適正化

に関する事項を管理し、労働時間管理上

の問題点の把握及びその解消を図るこ

と。  

(7) 労働時間等設定改善委員会等の活用  

使用者は、事業場の労働時間管理の状

況を踏まえ、必要に応じ労働時間等設定

改善委員会等の労使協議組織を活用し、

労働時間管理の現状を把握の上、労働時

間管理上の問題点及びその解消策等の検

討を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参 考 資 料

時間外労働の上限規制

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律第71号）により改

正された労働基準法（昭和22年法律第49号）において、時間外労働の上限は、原則として月

45時間、年360時間（限度時間）とされ、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、

単月100時間未満（休日労働含む）、複数月平均80時間以内（休日労働含む）とされた。

※限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6か月が限度。

※平成31年4月1日施行／中小企業は令和2年4月1日施行／一部、令和6年3月31日まで適用猶予あり。

＜猶予業種・業務＞

（参考資料 ２）

（参考資料 ３）



労働時間適正把握ガイドライン

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指

示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。

労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんによらず、労働者

の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる

ものであること。また、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、

労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、

個別具体的に判断されるものである。

労働時間の考え方

始業・終業時刻の確認・記録

使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これ
を記録すること。（ガイドライン4（1））

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

自己申告により労働時間を把握する場合の措置

① 自己申告を行う労働者のみでなく、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等
ガイドラインに基づく措置について、十分な説明を行うこと。（ガイドライン4（3）ア・イ）

② 自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した事業場内
にいた時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をする
こと。（ガイドライン4（3）ウ・エ）

③ 労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはなら
ないことを改めて示し、さらに、労働者間で慣習的に過少申告が行われていないかについても確
認すること。（ガイドライン4（3）オ）

労働時間を管理する者の職務

事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な把握等労

働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図るこ

と。 （ガイドライン4（6））

労働時間等設定改善委員会等の活用

使用者は、事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間等設定改善委員会等の労使

協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の

検討を行うこと。（ガイドライン4（7））



ストレスチェック

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票（選択回答）に労働者が記入し、それを

集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査であ

る。労働者が50人以上いる事業場では、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施するこ
とを義務づけられている。

ストレスチェック制度は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づ

きを促すとともに、職場環境改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労

働者がメンタル不調となることを未然に防止する一次予防を主な目的としている。



長時間労働者への医師による面接指導制度

「医師による面接指導制度」は、長時間労働により疲労が蓄積し健康障害のリスクが高まった

労働者について、その健康の状況を把握し、これに応じて本人に対する指導を行うとともに、

その結果を踏まえた措置を講じるものである。




